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は

じ

め

に

唐
告
身

(辞
令
書
)
は
中
央

の
大
官
顕
官
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
、
そ
れ
が
辺
境

の

一
兵
士
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
唐
令
が
散
逸
し
逸
文
し
か
知
る
こ
と

の
で
き
な
い
現
在
に
お

い
て
は
、
唐
朝

の
法
制
や
官
制
等
の
諸
制
度
を
解
明
す
る
上
で
、
正
史
等

の
文
献

で
は
知
る
こ
と

の
で
き
な
い
素
材
を
提
供
し

て
く
れ
る
極
め
て

貴
重
な
史
料

で
あ
る
。

本
稿
で
採
り
上
げ
た
氾
徳
達
告
身
は
、
現
存
す
る
告
身

で
は
最
も
古

い
永
淳
元
年

(
六
八
二
)
の
紀
年
を
有
し
、
我

々
が
唐

の
諸
制
度
を
考
え
る
時
、
常

に
基
準
と
す

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て



ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

る
開

元
七
年

(
七

一
九
)

、

開

元

二
十

五
年

(
七

三
七
)

令

を
、

ど

の
時

期
ま

で
遡
せ

て

適
応

さ
せ

る

こ
と

が
で
き

る
か
を
検

証
す

る
ヒ
で
直
要

な
史

料

で
あ
る
。

ま

た
、
本
告
身

は
高

宗
皇
帝

の
末
年

、
皇

太
子
李
哲

の
監
国

時

に
出

さ
れ

た
も

の
で
あ
り
、
従
来

よ
く

わ
か

ら

な
か

っ
た
皇
太

子
監
国
制

を
知
る
ヒ

で
も
重

要

で
あ
る
。

本
告
身

は

『文

物
」

一
九
七

二
年
第

一
期

「
ト

ル
フ

ァ

ン
県

ア

ス
タ

ー
ナ

・
カ
ラ

ホ
ー
ジ

ャ
占

墓
群
清

理
簡
報
」

に
紹
介

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
。

呉
震

「
膚
開

元

三
年

西
州
営
名
簿
初

探
」

(
『
文
物

』

一
九

七

三
年
策

十
期

)

に
よ
れ
ば

、

氾
徳
達

の
墓
誌
銘

は

一
九
五
八
年

に
出
土

し
た
と

伝
え

る
か
ら
、
本
告
身

も

そ
の
と

き
同
時

に
出

土
し

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

簡
報

に

よ
れ
ば
、
出

土
地
点

は
カ

ラ
ホ
ー

ジ

ャ
占
墓

群

の

↓
〉
ζ
H
O
O

号
墓

で

あ
り
、
同

時

に
氾
徳
達

が
勲
官

・
軽
車

都
尉

を
授

け
ら
れ

た
延

載

元
年

(六

九
四
)
告
身

と
象
牙

の
笏

板
も
出

土
し

た
と
伝

え
る
。

ま

た
、
簡

報

に
よ
れ
ば
、

永
淳

元
年

告
身

は

二
紙

か
ら
成

り
、

延
載

元
年
告
身

は

三
紙

の
縫
合

か
ら
成

る
と
言

う
。

そ
し

て
、
両
告

身
と
も

に
官
印

(
【
尚

書
司
勲
告

身

之
印
L

)
が
な
く

、
筆
跡
も

同

一
人

の
手

に
な
り
、

永
淳

元
年

当
時

あ
る
は
ず

も

な

い
則
天
文
字

が
使

用

さ
れ

て

い
る
点

か
ら
、
両

告
身

は
則

天
武
后

の
治

世

に
氾
徳

達

の
随
葬

用
に
作
ら

れ
た
抄
本

で
あ

る
と
臨.繭
う
。

従
う

べ
き

で
あ
る
。

な
お
、

簡
報

に
示

さ
れ

た
図
版

は
小

さ
く
、

細
字

を
判
読
す

る

こ
と

が
で
き
な

か

っ
た
が
、

『文

化

大
革
命

期
間
出
上

文
物

・
第

一
輯
』

(
文
物

出
版
社

・

一
九

七

二
年

・
北
京

)

に
永
淳

元
年
告
身

の
図

版

が
示

さ
れ
た

こ
と

に
よ

っ
て
判
読
可

能
と

な

っ
.た
。

簡
報

の
伝
え

る
氾
徳
達
墓

誌
銘

に
ょ
れ
ば

、
彼
は
久

視
、兀
年

(
七
〇

〇
)

に
圧
卜

八
歳

を
以

て
卒
し

た

と
伝

え
る
か

ら
、
貞
観
十

六
年

(六

四

二
)
、
開

設
間
も

な

い

西
州
膏

眞

(器

舞

庇
、)
に
生
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
高
量

に
票

れ
た
折
衝
府
箭

庭
府

に
入
営
し
た
の
が
、
龍
朔

・
麟
徳
の
頃
で
あ
り
・
勲
寧

飛

欝

(雑

と
な

.
た
の
が
四
+
歳

(
漆

元
年
)
、
蟻

欝

(雛

と
な

っ
た
の
が
旱

二
歳

(延
載
元
年
)
で
あ

っ
た
。
以
後

久
視
元
年
ま

で
に
更
に
塑

転
荒

え
、
卒
す
る
と
き
は
ヒ
軽
車
都
尉

(
ヒ
ゴ
.

上
π
四
粘
)
で
あ

っ
た
・姦

え
る
。
し
か
し
、
ヒ
軽
車
都
尉
の
告
身
は
な
ぜ
か
崇

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
彼
の
娘
は
西
州
前
庭
府

の

旅
帥
の
曹
氏
に
嫁
し
た
と
伝
え
る
。
以
上
が
現
在
判
明
す
る
氾
徳
達
に
関
す
る
経
歴
の
す

べ
て
で
あ
る
。

な
お
、
小
笠
原
宣
秀

.
西
村
元
佑

「
唐
代
役
制
関
係
文
書
考
」

(
『
西
域
文
化
研
究
口
』
所
収
)
第

二
章
第

一
節

「
衛
士
関
係
文
書
」
に
お
い
て
、
両
氏
に
よ

っ
て
長

寿
年
間

(六
九
ニ
ー
六
九
四
)
頃
の
文
書
と
比
定
さ
れ
て
い
る
中

の

一
断
片

(
大
谷
第
↓、一〇
一
.三
文
書
)
に
、

[
i

ー
徳

高
才
吉

氾
徳
達

李
圏
徳

翠
盲
隆
L
と

あ
り
、
こ
の
文
書
の
氾
徳
達
は
本
告
身

の
氾
徳
達
と
同

一
人
物
と
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
両
氏

の
研
究
中
、

「
衛
士
関
係
文
書
」
は
西
州
前
庭
府
で
処
理
し

た
文
書
と
断
定

で
き
よ
う
。

唐
告
身

の
研
究
は
す
で
に
諸
先
学
に
よ

っ
て
輝
し
い
成
果
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
唐
告
身
研
究
の
最
新
研
究

で
あ
る
大
庭
絡
教
授
の
大
著

「
唐
告
身
の

1.10



古
文
書
学
的
研
究
L

(
『
西
竪

化
研
究
留

所
収
)
に
詳
し
い
。

こ
れ
ら
諸
鯨

F
の
研
究
成
果

に
道
丁
か
れ
、
新
出
L
し
奈

口身
の
紹
介
を
兼

ね
森

を
発
表
す
る
次
第

で
あ
る
・
多

々
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
草

な
り
と
も
諸
先
誘

末
尾
に
付
す
こ
と
が
げc
・さ
た
、り
望
外

零

せ
エ
ニ
リ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、

犯

徳

達

告

身

原

文

図
版

の
告
身

を
移
録
す

れ
ば
次

の
よ
う

で
あ

る
。

□

は

李

閥
、

-

は

そ
れ

以
ヒ

の
學

を
.小
し
、
○
印

は
則
天
拳

で
あ

っ
た

.し
払
〕'伊..小
す
。
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▼

二
、

考

証

と

復

元

第

一
節
に
示
し
た
永
淳
元
年

(六
八
二
)
氾
徳
達
告
身
は
冊
授

・
制
授

(
H
詔
授
)

・
勅
授

・
奏
授

(
11
旨
授
)

・
判
授
と
あ
る
唐
朝
告
身
式
の
内
で
、
制
授
告
身
式



と
符
合
す
る
こ
と
は
明
瞭

で
あ
り
、
以
下

こ
れ
に
準
拠
し
て
復
元
を
試
み
る
。

〈
制
授
告
身
式
V

門
下
。
具
官
封
姓
名
賄
都
赫
礫
雌
"
依
別
制
。
徳
行
庸
勲
。
云
々
。
可
某
官
賭
鮪
喩
期
糊
ゲ
鰍
制
謙
稀
諸
鮮
蟻
蘇
哨
融
繍
囎
灘

主
者
施
行
鵬
翻
蝦
鰍
徽
額
鵬
創
腕
撚

年
月
日

中
書

令
具
官
封
臣
姓
名

宣

中
書

侍
郎
具
官
封
臣
姓
名

奉

中
書

舎
人
具
官
封
臣
姓
名

行

侍
中
具
官
封
臣
名

黄
門
侍
郎
具
官
封
臣
名

給
事
中
具
官
封
臣
名

等
言

制
書
如
右
。
請
奉

制
付
外
施
行
。
謹
言
。

年
月
日

制
可

月

日

都
事
姓
名

受

左
司
郎
中
付
某
司

左
丞
相
具
官
封
名

右
丞
相
具
官
封
名

吏
部
尚
書
具
官
封
名

吏
部
侍
郎
具
官
封
名

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て
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ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

吏
部
侍
郎
具
官
封
名

左
丞
具
官
封
名
棋
峨
焔
鍵
測
倣
懸
囎
習
儲
駐
右
丞

告
具
官
封
名
。
奉
被

制
書
如
右
。
符
到
奉
行
。

主
事
姓
名

吏
部
郎
中
具
官
姓
名

令
史
姓
名

書
令
史
姓
名

年
月
日
下
。

右
制
授
告
身
式
。
其
余
司
応
授
官
爵
者
准
此
。

ω
行
目
上
部
の
閾
損
部
分
に
つ
い
て
は
、
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
開
元
四
年

・
李
慈
芸
告
身

の
首
部
に
、

ヘ

ヘ

ヵ

潮
海
軍
。
破
河
西
陣

・
白
澗
陣

・
土
山
陣

・
五
里
喉
陣

・
東
故
蔽
陣
等
総
六
陣
。
准
開
元
三
年

三
月
二
十

二
日
勅
。
並
於
漏
洛
城
与
賊
戦
闘
。
先
後
叙
功
。

六
陣
比
類
府
城
及
輪
台
等
。

功
人
叙
勲
。
則
令
遽
減
。
望
各
酬
勲
拾
転
。

と
あ
り
、

李
慈
芸

の
属

し
た
灘
海

軍
か
ら
始

っ
て

い
る
か
ら

、

こ
の
場
合

も

氾
徳
達
が
所

属
し

た
行
軍
名

が
記

さ
れ

て

い
た
の

で
は

な
い
か
と
推

測
さ
れ

る
。

句
泪

城

・

鎮

城

の
所

在
は
不

明
。

ω
行

目
下

部

の
閾
損

は
、

そ

の
上
部

よ
り
類
推

し

て

「
加
口

転

…
…
」

と
補
わ

れ

る

で
あ

ろ
う
。

氾
徳

達
は
句
泪
城

・
鎮
城
等

に
お
け

る
戦

闘

に

参

加
し
、

酬
勲

三
転

の
軍

功
を
あ

げ
た

の
で
あ
る
が
、

こ

の
戦

闘
は
防
禦

戦

(牢

城
苦
戦

)
と
攻

撃
戦

(
破
城
陣

)

に
別
け

ら
れ
る
唐

の
戦

闘
形
式

の
う
ち
、

攻
撃
戦

に

属
す
る
。

そ
し

て
、

軍
功

に
対
す

る
授
勲
規

定

に

つ
い

て
は

六

典
巻

五

・
兵
部

・
兵
部

員
外
郎

の
条

に
次

の
よ
う

に
あ
る
。

若
牢
城
苦
額
作
戦
。
第

一
等
酬
勲
三
転
。
第
二
第
三
等
。
差
減

一
転
。

凡
破
城
陣
。
以
少
撃
多
為
上
陣
。
数
略
相
当
為
中
陣
。
以
多
撃
少
為
下
陣
。
転
倍
以
上
。
為
多
少
常
拠
賊
数
。
以
十
分
率
之
。

殺
獲
四
分
已
上
為
上
獲
。

二
分
已
上
為
中
獲
。

一
分
已
上
為

下
獲
。

凡
上
陣
上
獲
第

一
等
。
酬
勲
五
転
。
上
陣
中
獲
。
中
陣
上
獲
第

一
等
。
酬
勲
四
転
。
上
陣
下
獲

・
中
陣
中
獲

・
下
陣

上
獲
第

一
等
。
酬
勲
三
転
。
其
第
二
第
三
等
。
各
逓
降

一
転
。
中
陣
下

114



獲

・
下
陣
中
獲
第

一
等
。
酬
勲
両
転
。
第
二
第
三
等
井
下
陣
下
獲
。

右

の
授
勲
規
定
の
内
、
破
城
陣

の
場
合
を
表

に
す
れ
ば
次
の
よ
う

で
あ
る
。

陣
。
殺
獲
不
成
分
者
。
各
酬
勲

一
転
L
と
あ
り
、
敗
戦
し
な
い
以
上
は
授
勲
さ
れ
る
規
定
で
あ

っ
た
か
ら
、

睡12等13等

上
上劉5

中獲i4

陣 一〒憂3

413

312

21

中L雌1.413i2

1中 獲1312{1

1 0下獲2

 

陣

3k2

21

1

0

1!O」iO

1上 獲

1中 獲

 

下

陣 「〒蚕

各
酬
勲

一
転
。
其
錐
破
城
陣
。
殺
獲
不
成
分
者
。
三
等
陣
各
酬
勲

一
転
。
其
跳
盈
降
功
不
在
限
。

表
中

の
零
転
と
な
る
場
合
、
授
勲
さ
れ
な
か

っ
た
か
と
言
え
ば
、
前
掲
書
に

「
其
錐
破
城

勲
零
転
は
表
中

の
勲

一
転
と
実
質
的

に
は
同
じ
で
あ
る
。
従

っ
て
、

氾
徳
達
の
句
泪
城
陣

に
お
け
る
戦
闘
は

表
中
の
零
転
も
し
く
は

一
転
相
当
の
も
の
で
あ

っ
た
と

言
え
よ

う
。②

行
目
の
閾
損
部
分
は
次
に
示
す
延
載
元
年
の
氾
徳
達
告
身
か
ら
完
全
に
補
え
る
。

(5) (4)(3)(2) (1

 

㈲
行

目

は
⑳
行
目

か
ら
補

う

こ
と
が

で
き
、

「
右
可

飛

騎
尉
」

と

な
る
。

開

元
七
年

(
七

一

九
)
官

品
令

で
は
従

六
品
相

当

の
勲
官

で
あ
る
。

ω
行

目

か
ら

㈹
行

目
ま

で
は
前

掲
し
た
制

授
告
身

式

の

制
詞

に
相
当
す

る
部

分

で
あ

り
、

ω
行

目

の
最

初

の

二
字

は

一
般

に
は

「
門
下
」

と

あ
る

べ
き
も

の

で
あ

る
。

し
か

し
、
本
告

身
は
後

で
も
述

べ
る
よ
う

に
、

皇
太

子
監

国
時

の
も

の
で
あ
り
、

「
門

下
」

と
補
う

べ
き

で
な

く
、

「
令

」

と
補

わ
れ

る

べ
き

で
な

い
か
と
思

う
。

理
由

は
第

四
節

で
述

べ
る
。

「
太
清

府

左
果
」

の
下

は

「
毅
都

尉
口
口

口

…
…
」

と

復
元

で
き
る

で
あ

ろ
う
。

太
清
府

は
折

衝
府

の

一
で
あ

っ
て
、
新

唐
書

巻

三
十

七

.
地
理

志

・
関
内

道
京

兆
府

の
条

に
、

有
府
百
三
十

一
。
日
。
真
化

・
匡
道

・
水
衡

・
仲
山

・
新
城

・
衡
泉

・
善
信

・
鳳
神

・
安
業

・
平
香

・
太
清
。
余
皆
逸
。

と
あ

る
京
兆

・
太
清
府

が
本
告
身

の
そ
れ

に
比
定

で
き

よ

う
。

な
お
、
新
唐

書
巻

七
十

一
(
下

)
・
宰

相
世

系
表

・
甕

氏

・
十

七
㈲

に
は

「
大
清

府
」

と

み
え
る
。

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

准
垂
操
二
年
十

一
月
三
日
勅
。
金
牙
軍
抜
干

安
西
疏

闘
口
口
[
勒

砕
葉
等
四
鎮
。
毎
鎮
酬
勲

一
転
。

破
都
歴
嶺
等
。
計
共
酬
勲
参
転
。
捻
柴
転
。

西
州

氾
徳

達

山.同昌
県

右
可

軽
車
都

尉

(以
下
略
)
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ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

図
版

㈲
行

目

の

「
試
」

字

は
原
告
身
か

ら
本
告
身

を
抄

写

す

る
際

に
誤

っ
た
も

の
で
あ

る
。

「
九
百

三
十

二
人
」

の
上

に
は
数

詞
を
補
わ

な

い
方
が

よ

い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

は
、

行
軍
編
成

に
関
す

る
規
定

を
み
る
と
、
六
典

巻

・
兵

部

・
兵
部
郎

中

の
条

に
、

五
千
人
置
総
管

一
人
。
以
折
衝
充
。

一
千
人
置
子
総
管

一
人
。
以
果
毅
充
。
五
百
人
置
押
官

一
人
。

(以
)
別
将
及
鎮
戌
官
充
。

ω

と
あ

っ
て
、
行
軍
編
成
に
お
い
て
折
衝
都
尉
は
行
軍
総
管
と
し
て
五
千
人
を
率

い
、
果
毅
都
尉
は
子
総
管
と
し
て
千
人
を
率
い
る
の
が
大
体

の
基
準

で
あ
る
。
本
告
身

で

は

「
太
清
府
左
果
毅
都
尉
」
、

「
九
百
三
十

二
人
」
と
あ
り
、
行
軍
編
成
の
原
則
に
ほ
ぼ

一
致
し
、
数
詞
は
補
わ
な
い
方
が
よ
い
と
解
さ
れ
る
。
恐
ら
く
は

「
九
百
三
十

二
人
」
の
長
が
太
清
府
果
毅
都
尉
某
氏
で
あ
り
、
こ
の
授
勲
は
某
氏
の
指
揮
に
よ

っ
て
挙
げ
た
軍
功
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈹
行
目
下
部
の
閾
損
は
四
字

で
あ
り
、
前
掲
制
授
告
身
式
か
ら

「
主
者
施
行
」
と
補
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
可
依
前
件
」
と
は
、
制
授
告
身
式
の
原
註
に

若
制
授
人
数
多
者
。
並
於
制
書
之
前
。
名
歴
名
件
授
。

㈲

と
あ
り
、
大
庭
脩
教
授
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う

に
、

二
人
以
上
を
同

↓
の
理
由

で
以
て
授
官
す
る
場
合

の
用
語
で
あ

っ
て
、
こ
の
場
合

「
前
件
」
と
は
ω
行
目
の
内

容
を
指
す
。
な
お
、
大
庭
教
授
に
よ
れ
ば
、
ω
行
目
の
部
分
は
兵
部
員
外
郎
か
ら
尚
書
司
勲
司
に
あ
て
た
関
文

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

㈲
行
目
の

「
永
淳

元
團

口
阿
[
百

」
は
㈲
行
目
ま
で
の
文
が
起
草
さ
れ
た
日
付
で
あ
る
。
日
付
に
関
し
て
は
⑳
行
目
に
お
い
て
併
せ
て
述

べ
る
。

⑩
～
働
行
目
は
制
授
告
身
式
に
お
い
て
は
中
書
令

・
中
書
侍
郎

・
中
書
舎
人
が
連
署
し
、
各

々
の
姓
名

の
下
に

「
宣

・
奉

・
行
」
の
字
が
入
る
。
し
か
し
、
本
告
身
は

旧
唐
書
巻
五

・
高
宗
紀

・
永
淳
元
年
四
月
の
条
に
、

丙
寅

(三日
)。
幸
東
都
。
皇
太
子
京
師
留
守
。
命
劉
仁
軌

・
襲
炎

・
醇
元
超
等
輔
之
。

と
あ
り
、
旧
唐
書
巻
八
十
四
劉
仁
軌
伝
に
、

永
隆
元
年
。
兼
太
子
太
傅
。
未
幾
以
老
乞
骸
骨
。
聴
解
尚
書
左
僕
射
。
以
太
子
太
傅
依
旧
知
政
事
。
永
淳
元
年
。
高
宗
幸
東
都
。
皇
太
子
京
師
監
国
。
遣
仁
軌
与
侍
中
嚢
炎

・
中
書
令
醇
元

超
。
留
輔
太
子
。

と
あ
る
よ
う
に
、
毒

元
年
四
月
丙
寅
以
降
の
皇
李

李
哲

(後
の
中
宗
)

の
監
国
時
に

出
さ
れ
た

告
身

で

あ
縦

中
書
A
η
以
下
の
官

で
は
な
く
、

太
子
右
春
坊

の
右
庶
子

(
正
四
品
上
)
・
李

中
舎
人

(聾

)
・
太
子
舎
入

(証
躰
)
の
三
官

の
官
封

・
姓
名
と

「
宣

・
奉

・
行
」

の
連
署
が
あ

.
た
で
あ
ろ
乞

こ
の
こ
と
は
第
四
節
に
お
い
て
再
論
す

る

。
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⑲
行
目
は
李

右
庶
子
の
官
封

・
姓
名
が
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
警

「
朝
議
大
夫
」

(輩

は

職
事
官

・
李

右
庶
子
よ
り

品
階
が

低

い
か
ら
、

そ
の
下
に
は

「
守
」
字
が
入
り

「
右
庶
子
…

-
臣

・
姓
名

宣
」
と
続

い
た
で
あ
ろ
兎

唐
代

の
官
街
順
序
は
散
阜

撃

官
r
糠
校
館
-
勲
官
爵

の
順
で
あ
る
。

ま
た
、

文
書
の

官
街
記
入
に
お

い
て
、
職
事
官

の
み
が
記
入
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
官
は
閾
員
か
不
在

で
あ
り
、
通
判
し
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
、
散
官
よ
り
記
入
さ
れ
る
場
合
は
通
判

し
た

こ
と
を
示
す
。

こ
れ
は
現
存
す
る
告
身
の
記
入
例
か
ら
例
外
は
な
い
。
⑩
行
目
は
文
散
官

・
朝
議
大
夫
か
ら
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
太
子
右
庶
子
は
閾
員
や
不
在

の

で
は
な
く
、
実
際
に
連
署
通
判
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
時
右
庶
子

(定
員
二
名
)
の
任
に
あ

・
空

人
は
李
羨

で
葛

。

ω
行
目
は
文
警

覇

議
郎
L

(正
六
品
上
)
と
あ
る
以
上
、
闘
員
で
は
な
い
。
朝
議
郎
の
下
は

「
守
中
舎
人
…

…

臣

・
姓
名

奉
」
と
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
.

㈱
行
目

の

「
舎
人
裏
」

の
下
は

「
行
」
字
が
補
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
資
治
通
鑑
巻

二
〇

二

・
永
淳
元
年
七
月

の
条
に

「
監
察
御
史
裏
行
」
の
官
名
が
あ
り
、
そ
れ
に
註

し
て
胡
三
省
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

裏
行
者
。
資
序
未
至
。
未
正
除
監
察
御
史
。
令
於
監
察
御
史
班
裏
行
也
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
裏
行
と
は
何
か
の
官
に
就
任
す
る
場
合
、

そ
の
資
格
が
充
分
で
な
く
、

正
式
な
除
任
を
受
け
ず

に
、

そ
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
を
言
う
。

従

っ

て
、
⑫
行
目
の
舎
人
裏
行
と
は
当
時
太
子
舎
人
が
闘
員
で
あ
り
、
代
理
の
誰
れ
か
が
本
告
身
を
通
判
し
た

こ
と
を
示
す
。
02
行
目
は

「
舎

人
裏
行
…
…
臣

・
姓
名

行
」

と
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑬
-
⑮
行
目
ま
で
は
製

告
身
式
に
お
い
て
は
門
下
省
の
侍
中

・
門
下
侍
郎

(黄
門
侍
郎
)
・
給
事
中

の
連
署
が
な
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
告
身
は
皇
太
子
監
国
時

の
も

の
で
あ
り
、
東
宮
府
に
お
い
て
中
央
の
門
下
省
に
相
当
す
る
太
子
左
春
坊

の
長
官
以
下
が
連
署
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
第
四
節
で
述
べ
る
。

㈱
行
目
の
上
部
は

二
字
閾

で
あ
ろ
乞

「
大
夫
」
の
下
に

「
守
」
字
が
あ
る
か
ら
太
子
左
庶
子

(正
四
品
上
)
よ
り
下
位
の
文
警

で
あ
る
べ
き
で
、
可
能
性
と
し
て
は
通
議

大
夫
以
下
の
大
夫
で
あ
る
。

㈲
行
目
の
下
部

の
左
庶
子

の
名
は
敬
尋
と
読
め
る
が
敬
郵
の
誤
り
で
あ
り
、
原
告
身
か
ら
抄
写
す
る
際
、
生
じ
た
誤
字

で
あ
ろ
う
。
装
敬
郵
に
関
し
て
は
旧
唐
書
巻

一

八
八

・
孝
友
伝

・
新
唐
書
巻

一
九
五

・
孝
友
伝
に
本
伝
が
あ
り
、
旧
唐
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

拝
著
作
郎
兼
修
国
史
。
儀
鳳
中
。
自
中
書
舎
人
歴
吏
部
侍
郎

・
左
庶
子
。
則
天
臨
朝
。
為
酷
吏
所
陥
。
配
流
嶺
南
。
尋
卒
。

斐
敬
郵
の
吏
部
侍
郎
在
任
時
期

に
関
し

『唐
僕
尚
丞
郎
表
」
は
永
淳
元
年
三
月
末
ま
で
、
そ
の
任

に
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
言
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
左
庶
子
に
転

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て
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ト

ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身

と
令
書
式
に
つ
い
て

文 散 官 表

進特

光禄大夫

金紫光禄大夫

銀青光禄大夫

正議大夫

通議大夫

太中大夫

中 大 夫

中散大夫

朝議大夫

朝請大夫

朝散大夫

朝 議 郎

承 議 郎

奉 議 郎

通 直 郎

朝 請 郎

宣 徳 郎

朝 散 郎

宣 議 郎

給 事 郎

徴 事 郎

承 奉 郎

承 務 郎

正2品

従2品

正3品

従3品

正4品 上

正4品 下

従4品 上

亘
趾

徳
廓
正5品 下

従5品 上

従5品 下

正6品 上

正6品 下

従6品 上

従6品 下

正7品 上

正7品 下

従7品 上

従7品 下

正8品 上

儒 林 郎

登 仕 郎

文 林 郎

将 仕 郎

正8品 下

従8品 上

従8品 下

正9品 上

正9品 下

従9品 上

従9品 下

▼

じ
た
の
は
当
然
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
告
身
と
完
全

に

一
致
す
る
。
因
ち
に
言
え
ば
、
当
時
に
お
け
る
も
う

一
人

の
左
庶
子
は
醇
元
超

で
あ

っ
た
。

⑭
行
目
の
上
部
は
多
分

二
字
閾
で
あ
ろ
う
。

「
大
」
字

の
下
の
二
字
閾
は

「
夫
守
」
ま
た
は

「
夫
行
」
と
補
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
太
子
中
允

の

「
伯
儀
」
は
沈
伯
儀
の

こ
と

で
あ
る
。
彼

に
関
し
て
は
新
唐
書
巻

一
九
九

・
儒
学
(中
)
に
本
伝
が
あ
り
、

「
武
后
時
。
為
太
子
右
諭
徳
」
と
あ
る
か
ら
、
永
淳
元
年
後
も
順
調
に
昇
進
し
、
最
高

一認

官

は
国
子
祭
酒
修
文
館
学
士
で
あ

っ
た
。
な
お
、、

彼
の
名
は
旧
唐
書
巻

二
十

一
・
礼
儀
志
e
垂
供
元
年
の
条

に
太
子
右
諭
徳
と
し
て
み
え
、
楊
盈
川
集
巻
十

「
中
書
令
扮

}

陰
公
醇
振
行
状
」

に
も
み
え
る
。

㈲
行
目

の
上
部

の
闘
損
は
そ
の
下
に

「
大
夫
行
司
議
郎
」
と
あ
る
か
ら
司
議
郎

(正
六
品
上
)
よ
り
上
位
の
文
警

で
あ

っ
た
は
ず

で
、
こ
れ
も
多
分
二
字
の
大
夫
で
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。

「
司
議
郎
」
の
挺
は
銚
班
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
旧
唐
書
巻
八
十
九

・
新
唐
書
巻

一
〇
二
に
本
伝
が
あ
る
が
、
両
書
と
も
太
子
司
議
郎
任
官
に
つ
い
て
伝

え
る
所
が
な
い
。

㈲
行
目

の
闘
字
は

「
令
書
」
⑰
行
目
は

「
令
」
字
が
補
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
制
授
告
身
式
に
お
い
て
、

こ
の
部
分
に
相
当
す
る
部
分
は

「
制
書
」

・
「
制
」

で
あ

る
。

そ
し
て
制
書
で
あ
る
か
ら

「
制
可
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
本
告
身
は
皇
太
子
監
国
時
の
も
の
で
あ
り
、
六
典
巻

一
・
尚
書
都
省

・
左
右
司
郎
中

・
員
外
郎
の
職
掌
の

条
に
、凡

上
之
所
以
逮
下
。
其
制
有
六
。
制

・
勅

・
冊

・
令

・
教

・
符
。
献
野
割
欄
パ
湘
勤
贈
稠
鮒
尉
嘘
駄
秤
細
駈

舗
旺
舩
注
日
教
。

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
太
子
の
発
す
る
公
文
書
を
令
と
言

い
、
令

で
あ
る
か
ら
皇
帝

の

「
制
可
」
に
相
当
す
る
語
と
し
て
⑲
行
目
に

「
令
諾
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
伽
行
目



上
部
の

一
字
閾
も
同
様

で
あ
る
。

⑱
行
目
の
月

日
は
⑳
行
目
に
お

い
て
併
せ
て
述
べ
る
。

⑲
行
目
の

「
令
諾
」
は
制
書
に
用

い
ら
れ
る

「
制
可
」
に
相
当
す
る
語
で
あ
り
、
奏
抄
式
に
用
い
ら
れ
る
皇
帝
の

「
聞
」
は
皇
太
子
に
お

い
て
は

「
諾
」
で
あ
る
。

こ

の
こ
と
は
第
四
節
に
掲
げ
る
敦
煙
出
土
張
君
義
告
身
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
行
目
は
全
体
に
閾
損
し
て
い
る
が
、
制
墾

。身
式
に
は

「

月

日
都
事
姓
名

受
」
と
あ
る
か
ら
尚
書
都
省
の
都
事

(従
七
品
上
)
が
本
告
身
を
受
理
し
た
月
日
と
都
事

の
姓
名
が
署
さ
れ
、
受
理
し
た
意
味
で

「
受
」
と
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
月
日
の
上
に
年
号
が
入
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
さ
て
、
問
題
は
日
付
で
あ
る
が
、
旧
唐
書
巻
五

高
宗
紀
(
下
)
永
淳

二
年
七
月
の
条

に
、

己
丑

(四日
)。
令
唐
昌
郡
王
重
福
為
京
留
守
。
劉
仁
軌
副
之
。
召
皇
太
子
至
東
都
。

と
あ
り
、
永
淳

こ
年
七
月
、
唐
昌
郡
王
李
重
福
が
京
師
留
守
と
な
り
、
皇
太
子
は
東
都

に
召
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
皇
太
子
が
東
都

に
召
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に

お

い
て
、
永
淳
元
年
四
月
よ
り
の
監
国
は

　
応
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
唐
昌
郡
王

の
京
師
留
守
は
留
守
監
国
で
は
な
く
、
単
な
る
留
守
の
意
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
㈲
行
目

の
日
付
は
永
淳
元
年
四
月
よ
り
十

二
月
ま

で
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
⑳
行
目
の
最
初
の
字
は

「
ン
」
と
判
読

で
き
る
か
ら
、
六

月

・
七

・
十
月

・
十

一
月

・
十
二
月
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

㎝
行
目
の
制
授
告
身
式
の
相
当
部
分
は

「
左
司
郎
中
付
某
司
」
と
あ
り
、
尚
書
省
の
都
事
か
ら
左
司
郎
中
が
本
告
身
を
受
け
、
関
係
官
司
に
渡
す
の
で
あ
る
。
本
告
身

は
勲
官
授
与
で
あ
る
か
ら
吏
部
の
司
勲
司
に
渡
さ
れ
、
⑳
行
目
は

「
左
司
郎
中
付
司
勲
司
」
と
復
元
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
存
す

る
告
身

で

「
左
司
郎
中
付
某

司
」
と
あ
る
も
の
は
な
く
、
は
た
し
て
復
元
し
た
よ
う
に
あ

っ
た
か
疑
問
で
あ
る
。

『
郎
官
石
柱
題
名
考
』
に
よ
れ
ば
、
永
淳
二
年

二
月
、
崔
承
福
が
左
司
郎
中
よ
り
漸

西
刺
史

.
越
州
都
督
に
転
出
し
た
と
言
う
か
ら
、
あ
る
い
は
彼
が
永
淳
元
年
当
時
、
左
司
郎
中
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

⑳
行
目
は
上
部
二
字
闘
で
、
明
ら
か
に

「
吏
部
尚
書

・
閾
」
と
復
元
さ
れ
る
。
㈱
行
目
上
部

三
字
闘
も
同
様
に

「
吏
部
侍
郎

・
闘
」
と
復
元
さ
れ
、
⑳
行
目

の
上
部

二

字

閾
も
同
様
で
あ
る
。

「
閾
」
と
は
閾
員
の
意
で
あ
り
、

「
従
」
は
本
告
身
が
出
さ
れ
た
時
、
皇
帝
は
東
都
洛
陽

に
行
幸
中

で
あ
り
、
⑳
行
目
の
吏
部
侍
郎
は
皇
帝

に
駕

従
し
、
東
都
に
あ

.
た

こ
と
を
意
味
す
る
。

『唐
僕
尚
丞
郎
表
』

に
よ
れ
ば
、

こ
の
人
物
は
魏
玄
同
で
あ
る
。
な
お
・
大
庭
脩
教
授

の
指
摘
さ
れ
る
所

に
ょ
れ
ゆ

同
官

二
入
が
連
署
す
る
場
合
の
先
後
は
品
階

の
高
低

に
拘
り
な
く
、
就
任
の
新
旧
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
、
本
告
身
の
吏
部
侍
郎
は
二
人
と
も
閾
員

・
不
在
で
あ
り
、
通
判
し
て

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

119

9



ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

い
な
い
。
同

一
の
条
件
で
魏
玄
同
の
方
が
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
闘
員
と
な

っ
て
い
る
吏
部
侍
郎

(
斐
敬
舞
が
左
庶
子
と
な

っ
た
た
あ
闘
員
と
な

っ
た
)
よ
り
後

任
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

囲
行
目
の
上
部
は
閾
損
し
て
い
る
た
め
、
十
分
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
か
す
か
に

「
大
夫
」
と
判
読

で
き
、
文
散
官
が
記
入
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
尚
書

右
丞
は
閾
員
で
な
く
、
通
判
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
尚
書
右
丞
で
あ

っ
た
人
物

の
名
は
本
告
身

に
は
見
え
な
い
。
ま
た

『唐
僕
尚
丞
郎
表
』
に
よ

っ
て

も
、
永
淳
元
年
当
時

の
尚
書
右
丞
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
制
授
告
身
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
、

こ
こ
は
尚
書
左
丞
が
連
署
す

べ
き
所
で
あ
る
が
、
何
か
の
都
合

で
不
在
で
あ
る
た
め
、
制
授
告
身
式
の
註
記
に
あ
る
よ
う
に
、
右
丞
が
代

っ
て
連
署
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

㈱
行
目
の
上
部

一
字
閾
は
制
授
告
身

式
よ
り

「
告
」
字

が
入
り
、
下
部
三
字
闘
は

「
達
奉
被
」
と
補

え
る
。

伽
行
目
は
㈲

・
⑰
行
目
か
ら
同
様
に
上
部
は

「
令
」
と
補

わ
れ
、
下
部
は
制
授
告
身
式
よ
り

「
到
奉
行
」
と
補
え
る
。

⑳
行
目
も
製

告
身
式
よ
り
尚
書
司
勲
司
の

「
主
事
」

(従
九
品
上
)
と
そ
の
姓
名
が
入
る
。
⑳
行
目
の
上
部
學

は
下
部
が

「
事
丞
」
と
判
読
で
き
る
か
ら
・

「
魯
」
字
が

入
り
、

「
魯
事
丞
」
と
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
告
身
は
氾
徳
達
に
勲
官
を
授
け
る
も

の
で
あ
り
、
本
来
、

こ
こ
は
司
勲
郎
中
の
通
判
す

べ
き
所
で
あ
る
が
、
不
在

で

あ

っ
た
た
め
代

っ
て
仮
り
に
魯
事
丞
が
通
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
口
思
礼
な
る
人
物
に
関
し
て
は
不
明
。
口
思
礼
の
下
部
と
6①
行
目
の
下
部
は
司
勲
司
の

「
令
史
」

・

「
書
令
史
」
と
そ
の
姓
名
が
入
る
。

⑳
行
目
は
本
告
身
が
尚
書
吏
部
の
符
と
し
て
氾
徳
達
に
送
付
さ
れ
る
日
付

で
、
最
後
は

「
下
」
字
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ

っ
て
永
淳
元
年
の
氾
徳
達
告
身
は
次
の
よ
う
に
復
元
さ
れ
る
。

D(7)(6}C5) (4) (3)(2)

[

U
破
句
泪
城
陣
加

一
転
鎮
城
陣
加
口
転
[

11
一

募
人

西
州

氾
徳
達

高
昌
県

右
可
飛
騎
尉

令
一ー

i

天
清
府
左
果
毅
都
尉
目

]

一ー

玖

伯
参
拾
武
人
趨
11

]

一

1

「於
戎
聡
候
厳
音
於
[

11
}

」ー

「担

軋
儀
方
酬
一

日

}
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永
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議
大
夫
守
右
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[
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舎
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裏
行
ロ

ー1
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口
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舞
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允
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伯
儀
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司
議
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等
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令
付
外
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淳
元
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口
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口
日

令
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時

都
事
[
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受

左
司
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中
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吏
部
侍
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[
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夫
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尚
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右
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令
書
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右
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事
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一

態
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摂
司
勲

思
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令
史
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11
}

書
令
史
[

1ー
皿

永
淳
元
年
口
月
口
日
下

唐
永
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元
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氾
徳
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告
身
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つ
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て
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ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

三
、

氾
徳
達
告
身

の
問
題
点

前
節
に
復
元
し
た
氾
徳
達
告
身
は
制
授
告
身
式
に
相
当
す
る
書
式
を
以
て
勲
官

・
飛
騎
尉
を
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
制
授
告
身
式
と
氾
徳
達
告
身

の
書
式
を
比

較
す
る
と
き
、

一
致
し
な
い
点
を
見
い
出
す
。

そ
の
第

一
点
は
⑳
行
目
と
⑳
行
目
の
間
に
あ
る
。
制
授
告
身
式

で
、
こ
こ
に
相
当
す

る
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
門
下
省

の
審
議
が
終
り
、
尚
書
省
に
送
付
さ
れ
た
制
書
は
尚
書
都
省

の
都
事
が
受
け
、
尚
書
六
部
の

月

日
都
事
姓
名

受

左
司
郎
中
付
某
司

左
丞
相
具
官
封

名

右
丞
相
具
官
封

名

吏
部
尚
書
具
官
封

名

吏
部
侍
郎
具
官
封

名

吏
部
侍
郎
具
官
封

名

尚
書
左
丞
具
官
封

名

る
。

こ
れ
は
文
書
が
処
理
さ
れ
て
い
く
過
程
か
ら
考
え
、

で
あ
る
。

ま
た
、
左
右
丞
相
が
そ
の
任
に
あ
り
、
皇
帝

に
従

っ
て
東
都
に
在
る
の
で
は
な
く
、
長
安
に
居
た
と
す
る
な
ら
、
左
右
丞
相
の
連
署
す
る
位
置

に
は
、
そ
の
有
す
る
全

て
の
官
街
が
記
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
闘
損
と
な

っ
て
い
る
吏
部
尚
書

で
さ
え
、
そ
の
上
部
は
閾
損
し
て
い
る
が
、
下
部
は
残

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
左
右
丞
相
の

官
封
と
署
名
の
下
部
は
残
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
告
身
に
は
そ
れ
も
見
い
出
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

左
行

(吏
部

・
戸
部

・
礼
部
)
を
司
ど
る
左
司
郎
中
が
制
書
を
関
係
各
司

へ
付
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
尚
書
省
の

左
右
丞
相

(
左
右
僕
射
)
が
連
署
し
、
続

い
て
関
係
各
司
が
連
署
す
る
規
定
で
あ
り
、
制
授
告
身
式
の
場
合
は
文

官
の
告
身
で
あ
る
か
ら
吏
部
尚
書
以
下
が
連
署
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
左
右
丞
相
の
連
署
か
ら
始
ま

る
規
定

は
現
存
す
る
制
授
告
身
に
お
い
て
例
外
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
氾
徳
達
告
身
に
お
い
て
は
左
右
丞
相
の
連
署
を
経
な
い
で
吏
部
尚
書
の
連
署
か
ら
始

っ
て
い

る
。
図
版
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
告
身
は
全
体
的
に
天
地
が
大
き
く
闘
損
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
こ

の
部
分
も
同
様
で
あ

っ
て
、
吏
部
尚
書
の
右
側
は
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
吏
部
尚
書

の
左
側

に
あ
る
吏
部
侍

郎

二
名
と
尚
書
右
丞
と
の
行
間
の
取
り
方
か
ら
考
え
て
、
吏
部
尚
書
の
右
側

に
左
右
丞
相

二
名
の
官
封
と
そ
の
署

名

が
あ

っ
た
と
仮
定
す
る
と
、

そ
の
官
封
と

署
名
の
位
置
は

左
司
郎
中
の
位
置
よ
り

右
側
に
あ

っ
た
こ
と
に
な

左
司
郎
中
の
位
置
は
必
ず
左
右
丞
相
の
右
側

に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
書
式
上
き
わ
め
て
不
自
然
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そ
れ
ゆ
え
、
本
告
身
は
制
授
告
身
式
に
相
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
左
右
丞
相
の
連
署
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
告
身
が
出
さ
れ
た
永
淳
元
年
頃
の

制
授
告
身
式
に
お
い
て
左
右
丞
相
が
連
署
す
る
規
定
は
な
か

っ
た
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
告
身
と
同
様
、
左
司
郎
中
か
ら
左
右
丞
相
の
連
署

を
経
な
い

㈲

で
吏
部
尚
書
の
署
名
か
ら
始
ま
る
も
の
に
勅
授
告
身
式
、
奏
授
告
身
式
が
存
す
る
か
ら
で
あ

る
。

従

っ
て
、
本
告
身
に
左
右
丞
相
の
連
署
が
な
い
と
言
う
点
に
関
し
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
本
告
身
は
制
授
告
身
式
に
相
当
す
る

書
式
を
有
し
て
い
る
が
、
皇
太
子
の
発
す
る
公
文
書
を
以
て
、
勲
官

・
飛
騎
尉
を
授
け
た
も

の
で
あ
り
、

こ
う
言
う
場
合
、
左
右
丞
相
の
連
署
は
省
略

さ
れ
る
規
定

で
あ

っ
た
と
。
し
か
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
り
、
多
く
の
実
例
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
告
身

に
お
け
る
も
う

;

の
問
題
点
は
、
替

・
飛
騎
尉

(比
従
六
品
)
を
授
け
る
際

の
書
式

で
あ
る
。
開
元
七
年

(
七

一
九
)
令
に
お
い
て
は
、
五
品
以
上
の
授
官
に
は

制
授
告
身
式
が
用

い
ら
れ
、
六
品
以
下
の
場
合
は
奏
授

(鮨
)
告
身
式
が
用

い
ら
れ
る
規
定
で
あ

.
た
。
従

.
て
、
開
元
七
年
A
.
を
基
準
に
す
れ
ば
氾
徳
達
は
飛
欝

を
奏

授
告
身

式

で
授
け

ら

れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
は
ず

で
あ
る
。

し
か
し
、

氾
徳

達

は
制
授
告
身

式
相

当

の
書

式

を
以

て
授
勲

し

て
い
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
現

在
知
り

え
る
官

品
は
開
元

七
年
度

の
も

の
で
あ
り
、
永
淳

元
年

当
時

の
官

品
は
、

そ
れ

と
異

っ
て
お
り
、
飛
騎
尉

は

五
品
官
相

当

で
あ

っ
た
と
仮

定
す

る
な

ら
問
題
は

な

い
。

し
か
し
、
勲
官

の
品
階

に

つ
い
て
は
、
六

典
巻

二

・
吏
部

・
司
勲
郎
中

・
員
外
郎

中

の
職

掌

の
条

に
、

階
高
祖
受
命
。
又
採
後
周
之
制
。
置
上
柱
国
。
為
従

一
品
。
柱
国
為
正
二
品
。
上
大
将
軍
従

二
品
。
大
将
軍
正
三
品
。
上
開
府
儀
同
三
司
従
三
品
。
開
府
儀
同
三
司
正
四
品
。

上
儀
同
三
司

従
四
品
。
儀
同
三
司
正
五
品
。
大
都
督
正
六
品
。
帥
都
督
従
六
品
。
都
督
正
七
品
。
総
十

一
等
。
以
酬
勤
労
。

と

あ
り
、

唐
会
要

巻

八
十

一
勲

に
は
、

威
亨
五
年
二
月
。
以
国
初
勲
官
名
号
。
与
今
日
不
同
。
乃
下
詔
申
明
。
各
以
類
相
比
。
武
徳
初
光
禄
大
夫
比
今
日
上
柱
国
。
左
光
禄
大
夫
比
柱
国
。

右
光
禄
大
夫
及
上
大
将
軍
比
上
護
軍
。

金
紫
光
禄
大
夫
及
将
軍
比
護
軍
。
銀
青
光
禄
大
夫
及
上
開
府

比
上
軽
車
都
尉
。
正
議
大
夫
及
開
府
比
軽
車
都
尉
。

通
議
大
夫
及
上
儀
同
三
司
比
上
騎
都
尉
。

朝
請
大
夫
及
儀
同
比
騎
都
尉
。

上
大
都
督
比
騙
騎
尉
。
大
都
督
比
飛
騎
尉
。
帥
都
督
比
雲
騎
尉
。
都
督
比
武
騎
尉
。

と

あ
り
、

成
亨

五
年

(
六

七
四
)
、

階

の
散
実

官
制

を
継

承

し
た
唐
初

の
勲

官

は
、

新

た
に
制
定

さ
れ

た
勲
官

制

に
比
定
さ
れ
直

さ
れ

る

こ
と
が
申
明

さ
れ

て

い
る
。
前

掲

二
史
料

を
整

理
し
、
両
者

の
関
係

を
示

せ
ば

次

の
よ
う

に
な
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
飛
騎

尉
は

階

の
大

都
督

に
相

当
し
、
大
都

督

の
品
階
が

正
六
品

で
あ
り
、
開

元
七

年

の
飛
騎

尉

の
品

階
も
従
六

品
相

当

で
あ

る
か
ら
、

階
の

開
皇
年

間
か
ら
開

元

七
年

の
問

に
品
階

の
移
動

が
あ

っ
た
と
は
認
め

が
た

い
。

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て
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ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身

と
令
書
式
に
つ
い
て

品 階
威 亨 五 年
以後の勲官

唐 初 の 勲 官

正2品上 柱 国光 禄 大 夫

従2品

 

国柱左光禄大夫

正3品

従3品

上 護 軍

軍護

正4品上軽車都尉

従4品軽 車 都 尉

正5品上 騎 都 尉

従5品騎 都 尉

右光禄大夫
上 大将 軍(従2品)

金紫光禄大夫
大 将 軍(正3品)

銀青光禄大夫
上開府儀同三司(従3品)

正 議 大 夫
開府儀同三司(正4品)

通 議 大 夫
上儀同三司(従4品)

朝 請 大夫儀
同 三 司(正5品)

品

品

　

バリ

正

従

騙 騎 尉上 大 都 督(従5品)

飛 騎 尉大 都 督(正6品)

正7品雲 騎 尉帥 都 督(従6品)

従7品武 騎 尉督(正7品)

 

都
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五
品
と
六
品
と
は
た
だ

一
階
だ
け
の
違

い
で
あ
る
が
、
唐
代
の
官
制
に
お
い
て
は
重
大
な
相
違
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
任
命
形
式
が
異
な
る
点
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
従

来
、
五
品
官
相
当
で
あ

っ
た
勲
官
が
、
開
元
七
年
令
に
お

い
て
従
六
品
相
当
に
降
等
さ
れ
た
と
す
る
と
、
品
階
に
附
随
す
る
諸
特
典
、
中
で
も
ω
五
品
官
相
当
以
上
の
勲

官
は
番
上
四
年
、
六
品
官
相
当
以
下
の
勲
官
は
番
上
五
年
で
選
に
与
か
り
、
散
官
を
得
る
勲
官
番
上
と
昇
進
規
定
の
問
題
、
②
五
品
官
相
当
以
上
の
勲
官
は
州
県
の
下
級

吏
員
肛
優
先
的
に
就
け
る
と
言
う
問
題
、
㈹
五
品
官
相
当
以
上
の
子
は
品
子
と
な
り
、
六
品
官
相
当
以
下
の
子
は
白
丁
と
な
り
、
税
制
上
の
相
違
が
生
じ
る
問
題
等

々
に

ゆ

お
い
て
行
政
上
の
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
低
品
階
か
ら
高
品
階

へ
の
変
更
は
あ
り
得

て
も
、
そ
の
逆
は
容
易
に
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
飛

騎

尉
の
品
階
を
操
作
し

て
、
書
式
上
の
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

ま
た
、

皇
太
子
監
国
下
に
お
け
る
告
身
は
、

制
授

・
勅
授

・
奏
授
の
よ
う
に
官
品
の
相
違
に
応
じ
た

書
式
の
変
化
が
な
か

っ
た
か
と
言
う
と
、

決
し
て
そ
う
で
は
な

 い
。

そ
の
明
証
は
大
庭
脩
馨

が
研
究
さ
れ
た
敦
煙
発
見

「
張
嚢

告
身
」

(第
四
節
に
示
す
)

に
み
ら
れ
加
・

こ
の
告
身
は

景
雲
二
年

(
七

=

)

皇
太
子
李
隆
基



(後
の
玄
宗
)

の
監
国
時
の
も

の
で
、
沙
州
敦
煙
県

の
白
丁

・
張
君
義
を
正
六
品
相
当
の
騙
騎
尉
に
奏
授
告
身
式
に
相
当
す
る
書
式
を
以
て
、
授
け
た
も
の
で
あ
る
。

こ

れ
に
よ

っ
て
六
品
以
下
の
官
は
奏
授
告
身
式

に
よ

っ
て
授
け
る
と
言
う
規
定
が
、
監
国
時
と

い
え
ど
も
適
用
さ
れ
、
官
品

に
応
じ
て
告
身
式
が
異

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
至
れ
ば
、
本
告
身

の
氾
徳
達
は
従
六
品
相
当
の
飛
騎
尉
を
奏
授
告
身
式
で
な
く
、
五
品
以
上
の
官
吏
任
命
に
用

い
ら
れ
る
制
授
告
身
式
相
当
で
授
勲

し
た
か
説
明
に
窮
す
る
が
、
私
見

に
よ
れ
ば
、

こ
の
授
勲

は
特
例
に
属
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
告
身
に
よ
れ
ば
、
氾
徳
達
は
募
人
11
兵
募
と
し
て
唐
朝
の
軍
事
作
戦
に
参
加
し
、
句
泪
城

・
鎮
城
等
に
お
い
て
軍
功
を
挙
げ

て
い
る
。

こ
れ
は
日
常
、
彼
が
属
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
西
州
前
庭
府

の
衛
士
と
し
て
、
そ
の
辺
界

に
侵
入
し
た
敵
を
撃
退
し
た
と
言
う
よ
う
な
小
規
模
な
戦
闘
で
は
な
か

っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
西
州
を
遠
く
離

れ
た
京
兆
府
の
軍
府

の

一
で
あ
る
太
清
府
左
果
毅
都
尉
某
氏
と
募
人

・
氾
徳
達
と
が
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
従

っ
て
、
氾
徳
達
は

永
淳
元
年
の
前
半
期
ま
た
は
前
年
の
開
耀
元
年

(六

八

一
)
頃

の
全
国
的
規
模
を
有
す
る
唐
朝

の
軍
事
作
戦
に
参
加
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

旧
唐
書
巻
五

・
高
宗
紀
(
下
)
に
よ

っ
て
、

こ
の
頃

の
唐
朝
の
軍
事
作
戦
を
検
す
れ
ば
、
開
耀
元
年
正
月

の
条
に
、

癸
己

(
二
十
三
日
)。
遣
礼
部
尚
書
装
行
倹
為
定
裏
道
大
総
管
。
率
師
討
突
厭
温
伝
部
落
。

と
あ
り
、
東
突
厭
阿
史
那
伏
念

・
阿
史
徳
温
伝
を
討
伐
す
る
た
め
装
行
倹
を
大
総
管
と
す
る
定
裏
道
行
軍
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

八
月
に
は
東
突
厭
を
平
定
し

て
振
旅
凱
旋
し
、
十
月
の
条

に
、

乙
丑

(三
十
日

)。
改
永
隆
二
年
為
開
耀
元
年
。
曲
赦
定
襲
軍
及
縁
征
突
厭
官
吏
兵
募
等
。

(十
月
に
乙
丑
な
し
。
恐
ら
く
は
九
月
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。)

と
あ
り
、
定
裏
道
行
軍
に
参
加
し
た
官
吏
と
兵
募

(
募
人
)
ら
は
平
定
の
功

に
よ

っ
て
曲
赦
さ
れ
て
い
る
。
大
赦

.
曲
赦
は
本
来
、
罪

の
軽
減
を
意
味
す
る
が
、

そ
れ
に

附
随
し
て
あ
る
種

の
恩
典
が
定
裏
軍
に
出
さ
れ
、
氾
徳
達
も

こ
の
行
軍

に
募
人
と
し
て
従
軍
し
、
恩
典
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
来
な
ら
奏
授
告
身
式
で
あ
る

べ
き
飛
騎
尉
を
特
に
制
授
告
身
式
に
相
当
す

る
書
式

で
授
勲
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
前
掲
同
書

・
永
淳
元
年
四
月

の
条

に
は

辛
未

(八日
)。
以
装
行
倹
為
金
牙
道
行
軍
大
総
管
。
与
将
軍
閻
懐
旦
等
三
総
管
兵
分
道
。
討
十
姓
突
厭
阿
史
那
車
薄
。
行
倹
未
行
而
卒
。
安
西
副
都
護
王
方
翼
破
車
薄

.
咽
弼
。
西
域
平
。

と
あ
り
、
永
淳
元
年
四
月

に
は
西
突
厭
阿
史
那
車
薄
を
討
伐
す
る
た
め
、
装
行
倹
を
大
総
管
と
す
る
金
牙
道
行
軍
が
編
成
さ
れ
た
。
が
、
斐
行
倹
が
死
亡
し
た
た
め
、
実

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て
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ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て

際
に
は
安
西
副
都
護
の
王
方
翼
が
平
定

の
任
に
あ
た

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
旧
唐
書
巻

一
八
五
(
上
)
良
吏

・
王
方
翼
伝
に
よ
れ
ば
、
金
牙
道
行
軍
は
弓
月
城

・
砕
葉
鎮

・
熱

海
方
面
で
阿
史
那
車
薄
と
戦
闘
を
行
い
、
唐
軍
は
苦
戦
の
末
、

こ
れ
に
勝
利
し
た
と
伝
え
る
。

こ
の
金
牙
道
行
軍
の
進
発
に
あ
た

っ
て
、
西
州
が
重
要
な
前
進
基
地
に
な

っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
金
祖
同
撰

『
流
沙
遺
珍
e
」
所
収
の
次
の
牒
文
草
稿
は
、
氾
徳
達
の
募
人
応
募
を
含
め
て
、

こ
の
時
に
関
係
あ
る
も
の
か
も

ω

知
れ
な
い
。

い
ま
、
菊
地
英
夫
氏
が
移
録
さ
れ
た
も
の
を
次
に
示
す
。
と
も
あ
れ
、
王
方
翼
は
西
突
厭
平
定

の
功
に
よ

っ
て
夏
州
都
督
に
転
じ
、
旧
唐
書
巻

一
八
五
(上
)

良
吏
。
王
方
翼
伝
に
、

(9)(g)(7)(6){5)(4)(3)(2}{1)

奉
判
西
州
管
内
差
兵

一
千
二
百
人
。
准

勅
。
唯
取
白
丁
雑
類
。
不
言
当
州
三
衛
。
今
奉
金

牙
軍
牒
。
其
三
衛

一
色
。
在

勅
錐
復
無
文
。

軍
中
異
常
要
籍
。
若
其
不
差
。
定
閾
機

事
。
今
若
依
牒
差
去
。
便
是
乖
於

勅
文
。

必
其
固
執
不
差
。
閾
機
罪
当
極
法
。
二
塗

マ
マ

得
失
。
若
為
折
哀
。
一

(抹
消
)

郷
子
鴻
筆
決
此
狐
疑

マ
マ

一
(
中

絶

)

永
淳
二
年
。
詔
徴
方
翼
。
将
議
西
域
之
事
於
奉
天
宮
。
謁
見
賜
食
与
語
。
方
翼
衣
有
戦
時
血
漬
之
処
。
高
宗
問

其
故
。
方
翼
具
対
熱
海
苦
戦
之
状
。
高
宗
使
祖
視
其
瘡
。
歎
日
吾
親
也
。
賞
賜
甚
厚
。

と
あ
る
よ
う
に
、
永
淳
二
年
正
月
、
高
宗
は
特
に
王
方
翼
を
奉
天
宮
に
徴
し
て
、
異
例
の
戦
勝
報
告
を

行
わ
し
て
い
る
。
史
料
に
明
文
は
な

い
け
れ
ど
、
こ
の
金
牙
道
行
軍
の
苦
戦

の
末
の
戦
勝
に
対
し
て
、

前
年
の
定
裏
道
行
軍

の
曲
赦
に
准
ず
る
措
置
が
適
応
さ
れ
、
金
牙
道
行
軍
に
募
人
と
し
て
従
軍
し
た
氾

徳
達
も
、
奏
授
告
身
式
で
授
勲
さ
れ
る
べ
き
飛
騎
尉
を
特
に
制
授
告
身
式
に
相
当
す
る
書
式

で
授
勲
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
州
高
昌
県

に
本
貫
を
有
す
る
氾
徳
達
は
地
理
的
関
係
か
ら
金
牙
道
行
軍
に
従
軍
し
た
と
考
え
る
方

が
無
理
が
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
従
軍
の
結
果
、

「
曲
赦
」
に
附
随
す
る
恩
典
が
出
さ
れ
た
た

あ
、
制
授
告
身
式
相
当
の
書
式
で
授
勲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
、

令

書

式

の

復

元

第

二
節
に
お
い
て
、
本
告
身
は
皇
太
子
監
国
時

の
も
の
で
あ
り
、
⑩
～
⑫
行
目
ま
で
は
制
授
告
身
式
に
あ
る
よ
う
に
中
書
令
以
下

の
官
封
と
姓
名
が
連
署
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
太
子
右
春
坊

の
右
庶
子
以
下
が
連
署
す
る
と
述

べ
た
が
、

い
ま
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。



⑩
行
目
は
制
授
告
身
式

に
よ
れ
ば
、
中
書
令

の
署
名
部
分
に
相
当
す
る
。

そ
し
て
、
本
告
身
で
は
文
散
官
が

「
朝
議
大
夫
」
と
判
読
で
き
る
以
上
ω
行
目
に
連
署
す

る

官
は
不
在
や
閾
員
で
は
な
く
・
実
際
に
連
署
し
た
こ
と
を
一不
す
。
新
唐
書
巻
六
+

丁

宰
相
表
(
上
)
に
よ

っ
て
、
毒

元
年
当
時

の
中
書
令

(毒

)
を
検
す
れ
鵬
、
薩

兀

超
と
崔
知
温
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
旧
唐
書
巻
七
十

三
醇
収
伝
に
附
さ
れ
た
醇
元
超
の
本
伝
に
は
、

永
隆
二
年

(永
誹
元
年
)。
拝
中
書
令
兼
太
子
左
庶
子
。
高
宗
幸
東
都
。
太
子
於
京
師
監
国
。
因
留
元
超
以
侍
太
子
。
帝
臨
行
謂
元
超
日
。
朕
之
留
卿
。
如
去

一
腎
。

但
吾
子
未
閑
庶
務
。
関
西
之

事
。
悉
以
委
卿
。
所
寄
既
深
。
不
得
黙
爾
。

と
あ
り
、
永
淳
元
年
四
月

の
皇
太
子
監
国
に
あ
た

っ
て
、
醇
元
超
は
皇
太
子
の
補
佐
と
し
て
長
安
に
留

っ
て
い
た
。
ま
た
、
旧
唐
書
巻
五

.
高
宗
紀

.
永
淳
元
年
四
月

の

条
に
、乙

酉
(
二
叶
)。
至
東
都
。
r
亥

(配
叶
)。
黄
門
侍
郎
郭
待
挙

・
兵
部
侍
郎
苓
長
伯

・
中
書
侍
郎
郭
正

一
・
吏
部
侍
郎
魏
玄
同
。
並
中
書
門
下
同
承
受
進
止
平
章
事
。

上
謂
参
知
政
事
崔
知
温

日
。
待
挙
等
歴
任
尚
浅
。
且
令
預
聞
政
事
。
未
可
即
与
卿
等
同
名
称
。
自
是
外
司
四
品
已
下
。
知
政
事
者
。
遂
以
平
章
為
名
。

と
あ
る
よ
う

に
、
も
う

一
人
の
中
書
令

で
あ
る
崔
知
温
は
当
時
、
高
宗
に
従

い
東
都

に
あ

っ
た
か
ら
、
⑩
行
目
に
中
書
令
が
連
署
し
た
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
醇
元
超

で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
醇
元
超
の
官
歴
に
お
い
て
文
散
官

・
朝
議
大
夫
は
金
石
葦
編
巻
五
十
所
収
、
永
徽
五
年

(
六
五
四
)
五
月
建
立
の

「
万
年
宮
銘
井
序
」
の
碑
陰
題
名
に
、

朝
議
大
夫
守
中
書
舎
人
扮
陰
県
開
国
男
講
文
館
学
士
兼
修
国
史
臣
薩
元
超

と
あ
り
、
す

で
に
永
徽
五
年

(六
五
四
)

に
は
朝
議
大
夫
に
至

っ
て
お
り
、
永
淳
元
年

(六

八
二
)
に
至
る
ま
で
三
十
年
近
く

一
度
も
文
散
官
が
昇
進
せ
ず
、
職
事
官

の

み
昇
進
し
て
中
書
令
に
至
る
と
言
う

の
は
不
自
然
で
あ
る
。
因
み
に
言
え
ば
、
弘
道
元
年

(
六
八
三
)
醇
元
超
が
致
任
し
た
時
の
文
散
官
は
金
紫
光
禄
大
夫
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
⑩
行
目
に
連
署
し
た
の
は
蘇
元
超
で
な
か

っ
た
有
力
な
左
証
と
な
り
、
⑩
行
目
が
醇
元
超
で
な

い
こ
と
は
ω

・
⑫
行
目
も
中
書
侍
郎

.
中
書
舎
入
が
連
署
し
な
か

っ
た

こ
と
に
な
る
。

六
典
巻
二
十
六

「
太
子
三
師

三
少

・
澹
事
府

・
左
右
春
坊
内
官
」
に
よ

っ
て
、
太
子
左
右
春
坊
と
門
下

・
中
書
省
の
関
係
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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戸ー

各 相 当 官

左 庶 子

太

子

左

春

坊

中侍

允中

太

子

右

春

坊

司 議 郎

左 諭 徳

左賛善大夫

右 庶 子

中 舎 人

人舎

右 諭 徳

右賛善大夫

門 下 侍 郎

給 事 中

左散騎常侍

左諌議大夫

中 書 令

中 書 侍 郎

中 書 舎 人

右散騎常侍

右諌議大夫

 

門

下

省

中

書

省

史料欠落のためか太子舎人は中書
舎人に相当すると言う明文なし

こ
れ
か
ら
、
太
子
左
右
春
坊
は
各

々
中
央
の
門
下
省

・
中
書
省
に
擬
定
さ
れ
た
官
司
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
本
告
身

の
⑬

～
㈲
行
目
を
み
れ
ば
、
本
来
、
制
授
告
身
式
で
は
門
下
省

の
侍
中
以
下
の
官
で
あ
る
べ
き
所
が
、
皇
太
子
監
国
に
よ

っ
て
、
門
下
省
に
相
当
す
る
太
子
左
春
坊
の
左
庶
子

以
下
の
官
が
連
署
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
書
令
以
下
の
官
が
連
署
す
る
可
能
性
の
な
い
⑩
～
働
行
目
に
は
、
中
書
省
の
中
書
令

・
中
書
侍
郎

・

中
書
舎
入
に
相
当
す
る
太
子
右
春
坊
の
右
庶
子

・
中
舎
人

・
舎
人

の
官
封

・
姓
名
が
連
署
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
推
測
は
次
に
示
す
奏
授
告
身
式
と
景
雲
一
奪

(七

二

)
皇
太
子
李
隆
基
(雄
勅
)
の
監
国
下
に
出
さ
れ
た
奏
授
告
身
式
相
当
の
張
嚢

告
身
と
対
比
す
る
こ
と
に

 よ
っ
て
正
し

い
も
の
に
な
ろ
う
。
な
お
、
張
君
義
告
身
は
大
庭
脩
教
授
の
復
元
さ
れ
た
も
の
に
従
う
。
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〈
奏
授
告
身
式
〉

尚
書
吏
部
触
飼
轍
瀦
糠
謹
奏
某
官
名
等
擬
官
事
具
官
姓
名
族
酬
簾
孫
人

右
一
人
云
云
醐
瀦
騰
射
揮
儲
駐
酵
鰍
顛
舶
網
雛
轍
囁
騨
縦
献
賭
醐
鵬
槽
備
注
其
今
擬
某
官
某
品
替
某
甲
考
満
若
因
他
故
解
免
元
閾
者
亦
随
状
言
之

左

丞
相
具
官
封
臣
名



右

丞

相
具
官
封
臣
名

吏
部
尚
書
具
官
封
臣
名

吏
部
侍
郎
具
官
封
臣
名

吏
部
侍
郎
具
官
封
臣
名
等
言
謹
件
同
甲
人
具
姓
名
等
若
干
人
擬
官
如
右
謹
以
申
聞
謹
奏

年

月

日

吏
部
郎
中
具
官
封
臣
姓
名
上

給

事

中

具
官
封
臣
姓
名

読

黄
門
侍
郎
具
官
封
臣
姓
名

省

侍

中
具
官

封

臣

姓

名

審

聞
御
画

月

日
都
事
姓
名
受

左
司
郎
中
付
吏
部

吏
部
尚
書
具
官
封
名

吏
部
侍
郎
具
官
封
名

吏
部
侍
郎
具
官
封
名

左
丞
具
官
封
名

告
具
官
姓
名
計
奏
被

旨

如

右

符

到

奉

行

主

事

姓

名

吏

部

郎

中

具

官

姓

名

令

史

姓

名

書

令

史

姓

名

年

月

日

下
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氾
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〈

景

雲

二

年

張

君

義

告

身

〉

尚

書

司

勲

安
西
鎮
守
軍
鎮
起
神
龍
元
年
十
月
至
二
年
十
月
壱
周
年
至
景
龍
元
年
十
月
弐

周
年
至
二
年
十
月
参
周
年
至
三
年
十
月
蹄
周
年
口
口
口
口
年
五
月
廿
七
日
勅

磧
西
諸
軍
兵
募
在
鎮
多
年
宜
全

翫
勲
又
准
久
視
元
年
六

月
廿
八
日

勅
年
別
酬
勲
一
転
相
[

「

係
白

丁
沙

州

張

君
義

熾
煙
県

右

騙

騎

尉

尚

書

左

僕

射

閾

尚

書

右

僕

射

閾

マ
マ史

部

尚

書

閾

正
議
大
夫
検
校
吏
部
侍
郎
修
文
館
学
士
上
柱
国
又

マ
マ

朝
散
大
夫
試
文
部
侍
郎
柱
国
従
懇
等
啓
謹
件
一-

葺

等
十
伍
十
捌
人
洛

ゆ
.

　

州
郡
山
客
等
壱
十
捌
人
貝
州
劉

霊
州
斉
思
暢

等
弐
人
同
州
鉗
耳
思
簡
等
陸
入
沙
州
張
君
義
等
難
人
幽

つ

コ

ワ

　

州
白
暉
等
雛
人
秦
州
廉
翰
右

トト
」
島
思
晦
等
弐
十

伍
人
含
州
安
神
慶
壱
人
瀟
州
輩

一州
康
醜
胡
壱
人
岐

州
陳
守
璋
等
壱
十
玖
汝
州
趙
一

」州
康
懐
静
等
伍
人

西
州
張
瑛
等
捌
人
浬
州
焚
守
忠
函

皿州
醇
仁
智
等
弐
人

の

ニ

絡
州
谷
元
徳
等
弐
人
慶
州
高
改

彊
州
閻
恵
隠
壱
人
涼

州
揚
寵
君
等
壱
十
玖
人
夏
州
郭
】

弐
人
魏
州
郭
元
振
等

薙
人
青
州
常
彦
賓
壱
人
潤
州
[

人
華
州
趙
思
礼
等

ウ

ロ

蝉
人
粛
州
左
長
会
等
弐
人
滑
州

[等
弐
人
慎
州
李
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嘘
塞
等
玖
人
沐
州
石
余
恵
壱
一距
ロ
ー一蹟
駕
固
等
陸
人
波

ハソ

　

斯
沙
鉢
那
等
弐
人
沢
州
秦

臼
口

ー
ド

州
儀
法
進
壱
人
鄭

州
司
従
法
蔵
等
弐
人
扮
州
孫
r
-:
H
噴

州
曹
思
貞
等
弐

人
昌
州
劉

刈
　
等
弐
人
蘭
州

ピー
レ
L
12
]
州
高
元
探
壱
人
灘

州
飽
有
像
等
弐
入
洪
州
曹
掲
一「
…
11
]
索
州
曹
師
嫡
壱
人
会

マ
マ

州
康
南
山
壱
寧
州
琉
思
絢
等

据
「
嬉

其
壱
人
夷
賓
州

ウ

ひ

州
莫
失
壱
人
銀
州
白
金
本
等
弐
入
口
州
ヴ
布
壱
人
玄
州
屈
去

　ソ

　

住
壱
人
燕
州
干
同
進
壱
入
一
、

;
北異
州
張
元
福
壱
人

つ

ロ

つ

つ

亀
薙
白
野
那
壱
人
婆
州
留
子
平
帯
州
史
薄
地
壱
人
慈

む

じ

つ

の

州

吉

思
訓

壱

人
鄭

州

趙
軋

罪

ー

一
…
-
,㎜至

壱

人

鄭

州

韓

伏

養

壱

人

依

州
繭

飯

随

壱
人

魯

州
康

口

壱

入

総

弐

伯

陸

十

参

人

加

勲

如

右

謹

録

啓

聞
謹

啓

景
雲
二
年
二
月
九
日
通
議
大
夫
行
司
勲
員
外
郎
上
柱
国
輔蹄
兼
金
上

中
大
夫
行
司
議
郎

蕪
南
金
読

朝
散
大
夫
守
中
允
一…

浄

一

蓉
昭
省

尉

正
議
大
夫
検
校
左
庶
子
兼
国
史
ヒ
柱
因
屠
巣
県
園
子
劉
子
玄
審

諾

二
月

都
事
純

左
司
郎
中
直

マ
マ

文

部

尚

書

闘

正
議
大
夫
検
校

吏
部
郎
修
文
館
学
士
上
控
国

り
　

朝
散

大
夫
識

吏
部
侍
郎
柱
国

尚

書

左

.丞

ト

ル

フ

ァ

ン

出

土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て
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旨 啓 告

騎
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い
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尉

張

君

義

計

被如

右

符

到

奉

行

元

口
禰

書
令
史

　マ

左
領
軍
衛
府
史
童
曾
劉
超

景
雲
二
年
二
月
廿

一
日
下

す
な
わ
ち
、
奏
授
告
身
式
に
お
い
て
門
下
省

の
給
事
中

・
黄
門
侍
郎

・
侍
中
の
連
署
す
る
所
は
、
皇
太
子
監
国
時
に
お

い
て
は
門
下
省
に
相
当
す
る
東
宮
府

・
左
春
坊

の
左
庶
子
以
下
が
代

っ
て
連
署
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
告
身
の

⑩

～

⑫

行
目
は
本
来

の
制
授
告
身
式
に
あ

っ
て
は
中
書
省
の
中
書
令
以
下
が
連
署
す
る
所

で
あ
る

が
、
本
告
身
は
皇
太
子
監
国
時

に
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
左
春
坊

の
場
合
と
同
様
に
、
中
書
省
に
相
当
す
る
東
宮
府

・
右
春
坊
の
右
庶
子
以
下
が
連
署
し
て
い
た
と
断

じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
本
告
身
⑩
～
⑫
行
目
に
太
子
右
春
坊

の
右
庶
子
以
下
が
連
署
し
た
こ
と
を
冗
長
な
ま
で
に
紙
面
を
費
し
述
べ
て
き
た
の
は
、
本
告
身

の
⑲
行
目
ま
で
は
監

国
に
よ

っ
て
皇
太
子
が
決
裁
し
た
公
文
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
皇
太
子
の
発
す
る
公
文
書
は
第

二
節

の
㈲
行
目
の
考
証
で
述

べ
た
よ
う
に

「
令
」

で
あ
る
。

「
令
」

は

六
典
巻

二
十
六

・
太
子
右
春
坊

・
太
子
舎
人
の
職
掌

の
条
に
、

太
子
舎
人
。
掌
侍
従

・
行
令
書

・
令
旨
及
表
啓
之
事

と
あ
る
よ
う
に
・
令
書
と
令
旨

の
二
種
の
書
式
が
あ

っ
た
・
令
旨
式
に
関
し
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
伽

令
書
式
に
関
し
て
は
・
六
典
巻

二
+
六

゜
太
子
右
春
坊

゜
右
庶

子
の
職
掌
の
条

に
、

凡
皇
太
子
監
国
。
於
宮
内
下
令
書
。
太
子
親
画
日
。
至
右
春
坊
。
則
右
庶
子
宣
傳
之
。
中
舎
人
奉
之
。
舎
人
行
之
。

と
あ
り
、
監
国
時
に
令
書
が
発
せ
ら
れ
る
と
き
、
令
書

の
主
文
の
後
に
皇
太
子
自
か
ら
日
付
を
入
れ
、
右
春
坊
に
至
れ
ば
右
庶
子
以
下
が
連
署
し
、
右
庶
子
宣
し
、
中
舎

人
奉
じ
、
舎
入
行
う
と
言
う
意
味

で

「
宣

・
奉

・
行
」

の
字
を
記
す
。
な
お
、
六
典
の
記
載
に
よ
れ
ば
皇
太
子
監
国
時
の
令
書
の
み
、
右
庶
子
以
下
が
連
署
し
て

「
宣

・
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奉

・
行
」
の
字

を
記
す
よ
う
に
解
さ
れ
る
が
、
右
庶
子
以
下
の
連
署
と

「
宣

・
奉

・
行
」
は
監
国
時

の
令
書
の
み
に
限
ら
ず
、
通
常
の
令
書
に
お
い
て
も
同
様
に
行
わ
れ

た
。

こ
の
こ
と
は
、
通
典
巻
三
十
職
官
典
十

二

・
東
宮
官

・
太
子
庶

子
の
原
註
に
、

貞
観
中
。
詔
日
。
皇
太
子
与
百
官
書
疏
。
未
有
制
式
。
近
代
以
来
例
皆
名
目
。
無
以
別
貴
賎
。
今
凡
処
分
論
事
之
事
。
皇
太
子
並
宜
称
令
。
右
庶
子
以
下
。
署
名
宣
奉
行
書
。
其
余
与
諸
親

及
師
傅
等
書
。
不
在
此
限
。

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

次

に
令
書
は
、
左
春
坊

に
送
付
さ
れ
審
査
さ
れ
る
。
六
典
巻

二
十
六

・
太
子
左
春
坊

・
左
庶
子

の
職
掌

の
条
に
、

凡
令
書
下
於
左
春
坊
。
則
与
中
允
司
議
郎
等
覆
。
啓
以
画
諾
。
及
覆
下
。
以
皇
太
子
所
画
者
留
為
按
。
更
写
令
書
。
印
署
注
令
諾
。
送
爵
事
府
。
若
皇
太
子
監
国
。
事
在
尚
書
者
。
如
令
書

之
法
。

と
あ
り
、
令
書
が
左
春
坊

に
下
れ
ば
、
左
庶
子
は
中
允

・
司
議
郎
と
覆
し
、
異
議

な
け
れ
ば
連
署
し
て
施
行
を
請
う
。
そ
の
場
合
、
皇
太
子
は

「
令
諾
」
と
御
画
を
以

て

処
断
す
る
が
、
そ
れ
は
留
め
て
案
と
な
し
、
別
に

一
通
を
写
し
て
印
署
し
て

「
令
諾
」
を
注
し
て
讐
事
府
に
送
付
し
、
施
行
す
る
。
そ
し
て
、
監
国
時

に
発
す
る
令
書

の

内
容
が
国
政
に
関
す
る
場
合
も
通
常
の
令
書
と
同
様
で
あ
る
と
言
う
。

こ
の
令
書
の
宣
下
序
順
は
制
書

の
場
合
と
ま

っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
本
告
身

が
制
授
告
身
式
を
基

準
に
復
元
し
え
た
の
も
、

こ
の
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ

っ
て
、
本
告
身
⑲
行
目
ま
で
は
令
書
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
。

本
告
身

の
09
行
目
ま

で
が
令
書
で
あ
れ
ば
、

ω
行
目
の
令

詞
の
頭
字
は
何
で
あ

っ
た
か
問
題
と
な
る
。

令
書
式
が

制
書
式
と
同

一
の
書
式
で
あ
る
な
ら
、

制
書

の
場

合
、
門
下

に
勅
す
と
言
う
意
か
ら
、

頭
字
が

「
門
下
」
と
か
か
れ
た
よ
う
に
、

令
書
の
場
合
も
門
下
省
に
相
当
す
る
左
春
坊
に
令
す
と
言
う
意
か
ら

「
左
春
」

と
な

っ

て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

『文
館
詞
林
」

巻
六
九
五
所
載

「
令
(
下
)
」

に
は
南
北
朝
期
の
令
詞
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
頭
字
は
す

べ
て

「
令
」
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
唐
代
の
令
詞
の
頭
字
も

「
令
」
と
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

さ
れ
る
。

以
上
に
よ

っ
て
、
唐
代

の
皇
太
子
令
書
式
を
六
典

に
言
う
開
元
年
間
の
官
名
で
復
元
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
な
お
、
仁
井
田
陞
博
士
は
、
唐
代
皇
太
子
令
書
式

㎝

は
永
徽
令

に
お
い
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

　
ご令

。

云

々
。

主
者

施
行

。

年
月
日

ト
ル
フ
ァ
ン
出
土

唐
永
淳
元
年
氾
徳
達
告
身
と
令
書
式
に
つ
い
て
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右
庶
子
具
官
封
臣
姓
名

宣

中
舎
人
具
官
封
臣
姓
名

奉

舎

人

具
官
封
臣
姓
名

行

左
庶
子
具
官
封
臣

名

中

允

具
官
封
臣

名

司
議
郎
具
官
封
臣

名

等

一言

令

書

如

右

。

請
奉

令

付

外

旋

行
。

謹

啓

年
月
日

令

諾

お

わ

り

に

 

幸

に
し
て
永
淳
元
年
の
皇
太
子
監
国
時
に
出
さ
れ
た
氾
徳
達
告
身
か
ら
、
今
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
公
式
令

・
令
書
式
を
復
元
し
得
た
。
復
元
の
際
、
開
元
年
間
の

制
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
制
授
告
身
式
を
、
そ
の
基
本
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
式
は
氾
徳
達
告
身
と
ほ
ぼ

一
致
し
、
開
元
年
間
の
公
式
令

・
文
書
式
は
永
淳
年
間

頃
ま

で
、
遡
せ
て
.可
能

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
開
元
期
と
永
淳
元
期
の
書
式
が
ほ
ぼ

一
致

し
、
本
稿
で
復
元
し
た
令
書
式
が
永
徽
令
に
始
め
て
制
定
さ
れ
た
と
す
る

な
ら
開
元
期
と
永
徽
公
式
令
の
書
式
は
、

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
開
元
七
年
令

に
み
る
よ
う
な
唐

の
諸
制
度
は
永
徽
令

に
お

い
て
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
唐
代
史
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
問
題
で
、
多
く
の
厳
密
な
実
証
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
後
考
に
譲
り
た

い
。
ま
た
、
皇
太
子
監
国
時
に
お
け
る
国
事
行
為
を
皇
太
子
に
移
譲
す
る
問
題
、
そ
の
補
佐
体
制
等
に
つ
い
て
も
、
律
令
官
人
体
制
の
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
考
え
る
上

で
興
味

あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
考

え
て
い
る
。
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(
註

)
(1>(g}{5)(4)(3)(2)(13)(12)(11)(10)(9)(8)(7)(1の

呉
震

「唐
開
元
三
年
西
州
営
名
簿
初
探
」

へ
『
文
物
』

一
九
七
三
年
第
十
期

)
の
註

㈹
に
よ
れ
ば
氾
徳
達
墓
誌

銘
は
現
在
、
新
彊
省
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
言

う
。

註
ω
呉
震

の
論
文
に
よ
る
。

大
庭
脩

「唐
告
身
の
占
文
書
学
的
研
究
」

へ
『
西
域
文
化
研
究
日
』
所
収
)
二
九
五
頁
以
下
参
照
。

菊
地
英
夫

「
節
度
使
制
確
立
以
前
に
お
け
る

「
軍
』
制
度

の
展
開
」

へ
『東
洋
学
報
』
四
十
四
巻
二
・
四
十
五
巻

一
口写
)

大
庭
氏
前
掲
書
三
〇
四
頁

新
唐
書
巻
六
十

一
宰
相
表

へ上
)に
よ
れ
ば
、
李
義
淡
は
儀
鳳

二
年
三
月
、
右
庶
子
と
な
り
、

資
治
通
鑑
巻
二
〇
三

・
高
宗
紀

・
弘
道
元
年

(六
九
三
)
三
月
の
条
に

「太
子
右
庶
子

・
同

中
書
門
下
三
品
李
義
啖
改
葬
父
母
。
使
其
舅
氏
遷
旧
墓
。

上
聞
之
。
怒
日
。
義
駿
碕
勢
。
乃
陵
其
舅
家
。
不
可
復
知
政
事
。
義
瑛
聞
之
。
不
自
安
。
以
足
疾
乞
骸
骨
。
庚
子
。
以
義
淡
為

銀
青
光
禄
大
夫
致
仕
。
」
と
あ
る
。

大
庭
氏
前
掲
書
三
五

一
頁

勅
授
告
身
式
に
関
し
て
は
大
庭
氏
前
掲
書
二
九

一
頁
を
参
照
。

こ
れ
ら
勲
官

の
諸
特
典
に
関
し
て
は
西
村
元
佑

『
中
国
経
済
史
研
究
」
六

一
二
頁
以
下
を
参
照
。

大
庭
氏
前
掲
書
三
五
三
頁
以
下
を
参
照
。

菊
地
氏
前
掲
論
文
四
十
五
巻

一
号
五
〇
頁
以
下
参
照
。

新
唐
書
巻
六
十

一
宰
相
表
(
上
)
・
永
淳
元
年
閏
七
月
丁
未

の
条
は
、
新
唐
書

の
繋
年
の
誤
り
で
、
開
耀
元
年
に
繋
け
る
べ
き
で
あ
る
。

大
庭
氏
は
前
掲
書
三
五
四
頁
に
お
い
て
、
左
庶
子
の
個
所
を

「
正
議
大
夫
検
校
左
庶
子
兼
国
史
上
柱
国
居
巣
国

子
劉
玄
審
子
」
と
判
読
さ
れ
、
劉
玄
な
る
人
物
は
不
明
と
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
旧
唐
書
巻

一
〇

二
、
新
唐
書
巻

=
三

一に
本
伝
の
あ
る
劉
子
玄

(本
名
劉
知
幾
)
の
こ
と
で
あ
る
。
旧
唐
書
本
伝
に
は
、
初

「知
幾
毎
云
。
若
得
受
封
。
必
以
居
巣
為
名
。
以
紹
司

徒
旧
邑
。
後
以
修
則
天
実
録
功
。
果
封
居
巣
県
子
。
又
郷
人
以
知
幾
兄
弟
六
人
進
士
及
第
。
文
学
知
名
。
改
郷

里
為
高
陽
郷
居
巣
里
。
景
雲
中
。

累
遷
太
子
左
庶
子
兼
崇
文
館
学
士
。
傍

依
旧
修
国
史
加
銀
青
光
禄
大
夫
。
時
玄
宗
在
東
宮
。
知
幾

以
名
音
類
上
名
。

乃
改
予
玄
。」

と
あ
り
、
景
雲
二
年
の
張
君
義
告
身
の
官
街
と
ほ
ぼ

】
致
す
る
。
剛従

っ
て
、
こ
こ
は

「劉
子

玄
審
」
と
す

べ
き
で
あ
る
。

日
本
公
式
令

の
令
旨
式
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

A
ア
巳
日
。

ニ
ム
々
Q

年

月

日

奉

令

旨

如

右
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㈲(16)qの

令
到
奉
行

大
夫
位
姓
名

亮

位
姓
名

こ
の
日
本
令
の
令
旨
式
が
唐
令
の
令
旨
式
と
同

一
形
式
か
ど
う
か
は
、
大
い
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

唐
会
要
巻
二
十
六
騰
表
例
に
は
、

「貞
観
十
九
年
。
…
…
其
年
五
月
。
高
士
廉

・
劉
泪
等
表
称
。
皇
太
子
与
百

官
書
疏
。
先
無
体
式
。
請
定
其
儀
。

詔
凡
是
処
分
論
事
之
書
。
皇
太
子
並

画
令
。
太
子
左
右
庶
子
己
下
署
名
宣
奉
行
。
書
案
画
日
。
其
余
与
親
友
師
傳
等
。
不
在
此
限
。
」
と
あ
り
、
宣

奉
行
と
書
く
の
は
左
右
庶
子
以
下
と
あ
る
が
、
左
右
庶
子
が

「
宣
」
字
書

け
ば
書
式
上
、
混
乱
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
唐
令
要
の

「左
」
字
は
街
字
で
あ
ろ
う
。

内
藤
乾
吉

「唐

の
三
省
」

.
「
敦
煙
出
土
の
唐
騎
都
尉
秦
元
告
身
」

(
『
中
国
法
制
史
考
証
』
所
収
)
参
照
。

な
お
、
内
藤
博
士
は

「唐
の
三
省
」
補
註
㈹
に
お
い
て
、

「中
書
舎
人
が

起
草
し
た
制
書
の
案
文
に
対
し
て
天
子
が
何
の
字
を
画
す

る
か
は
な
お
研
究
を
要
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

令
書

の
場
合
、
皇
太
子
は
令
書
の
起
草
さ
れ
た
日
付
を
親
画
す
る
こ
と

に
な

っ
て
お
り
、
日
本
公
式
令

・
詔
書
式
も
日
付
を
親
画
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
制
書
の
場
合
も
同
様

に
日
付
を
親
画
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仁
井
田
陞

「最
近
立
表
せ
ら
れ
た
敦
煙
発
見
唐
律
令
断
簡

」
第
三
節

「
敦
煙
発
見
唐
職
員
令
断
簡
」

(
『中
国
法
制
史
研
究

・
法
と
慣
習

・
法
と
道
』
所
収
)
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